
停留ビザ     日本人退職者ビザ申請  

１、対象者 

55歳以上で、既に定年退職し、各種年金受給している日本国籍の方 

２、必要書類 

(1) 旅券：原本とコピー1通（申請時において残存期間 6ヶ月以上） 

(2) ビザ申請書：1通（オンライン登録したもので、本人の署名が必要。） 

(3) カラー・背景無地白色の証明写真：2枚（縦 4.5cm×横 3.5cmのパス

ポートサイズ、頭頂から顎までの長さが 3.2~3.6cmで、申請日前 6

ヶ月以内に撮ったもの） 

 (4) 申請者が属する都道府県の警察本部発行の無犯罪経歴証明書 

   ※開封厳禁 

(5) 5万ドル相当（約日本円五百万円）の財力証明書（銀行の残高証明書

など）及び厚生、共済または国民年金を受給している証明 

(6) 海外対応可能な保険（医療保険および傷害保険を含む）加入証明 

  ＊海外医療に対応した保険の証書（原本+コピー） 

＊保障期間が 2年以上ある場合：1年マルチビザ申請可能 

  ＊保障期間が 6ヶ月以上ある場合：半年マルチビザ申請可能 

(7) 往復の航空券/予約確認書/自作の旅程表いずれか 1通 

(8) ビザ費用：最新の手数料一覧表をご参照下さい。 

注意事項： 

1. 同行配偶者の申請に年齢制限はありませんが、婚姻関係を証明す

るために 3ヶ月以内に発行された戸籍謄本と上記(4)、(6)が必要で

す。 

2. マルチプル停留ビザが発給されますが、延長はできません。 

3. ビザの発効日は領事の発給許可が出た日になり、ご希望に添えな

い場合がありますことをご了承ください。 
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